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まえがき

住宅や投資物件など不動産は大変身近な資産であります。それ故誰しも一度

は不動産取引を経験されるものと思われますが、一般的に不動産取得後の取引

の流れ（形態）は、下記のようになります（第１章参照）。

①　取得・購入（第２章参照）

②　保有・改修（第３章参照）、賃貸（第４章参照）

③　売却（第５章参照）、贈与（第６章参照）、相続（第７章参照）

不動産は預貯金とは違い、上記の各局面について課税の対象となります。ま

た不動産そのものの取引価額が通常高額となるため、納税額も高額になるもの

と予想されます。したがって事前に必要となる税金について検討を怠ると、後

に資金繰りで慌てることになるでしょう。なお仮に税金が家計を圧迫するもの

でなくとも我々国民には教育・勤労・納税という三大義務が定められておりま

すので、税金に関する最低限の知識を習得しておく必要があります。

私は今日に至るまで比較的多くの不動産に関する税務申告に携わり、またそ

の過程で信託銀行等において多くの個別税務相談を受けてまいりました。相談

を受けて思うことは、相談者の中には断片的な知識や根拠のない情報を基に自

己満足な対策を講じられ安心されている方が非常に多いということです。

不動産に関する税金の取扱いは個別性が高い（一見同じような取引事象に思

えても法律上異なる取扱いをするものがあります）ため、慎重に判断する必要

があります。また、相続税対策に関しては、相続開始後の段階では実施可能な

対策が限られているため、効果の高い対策は相続開始前の比較的早期から講じ

る必要があります。

したがって、不動産の税金に関する正しい知識を早期に習得され対策を講じ

た方が思わぬ課税のリスクを下げ、かつ効果の高い節税対策を実施することが

でき、その結果皆様の資産を長きにわたり維持・管理することが可能となると

思われます。
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しかし、税には公平・中立・簡素という三原則があるため税制は画一的な体

系ではなく、また皆様の限られた時間の中で税制の全てを理解することは難し

いと思われます。なお実務に関して専門家に任せるべき事項は当初から専門家

に任せた方がよい結果を得られる場合もあるため、その全てを理解すること自

体が非効率であるともいえます。

そこで本書は、皆様に最低限習得していただきたい事項を不動産の税金に

関する入門書としてまとめ、また多くの方が疑問に思う個別具体的な事項を

解決する目的で作成されております。さらに本書はQ&A方式となっているた

め、Q&Aのみを読んでいただく又は理解されていない項目を中心にお読みにな

ることで、比較的短時間で全体を把握することが可能な構成となっております。

したがって不動産に興味のある方や所得税・贈与税・相続税の納税予定者をは

じめ、次のような方も本書の対象としております。

・不動産購入・保有に係る税金について知りたい方

・自分で確定申告をしている不動産賃貸経営者

・法人化について詳しく知りたい方

・相続税対策を検討されている方

なお本書は分かりやすさを重視しているため、その一部において税法による

原則的な表現を用いず簡易的な表現により記載している部分がありますが、税

法に関する詳細については別に関連書籍や国税庁のホームページ等をご確認い

ただければと思います。

皆様が本書を読むことで相続税・贈与税に関する基礎知識を習得され、そし

てその知識が個々の課題を解決していくその礎となることを願ってやみません。
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